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問コロナ禍における地域活動自粛や縮小の現状がある。

各地域の総会、溝掃除や草刈り、お祭りや地蔵盆に

至るまで、とにかく人が集えない。町の方向性は。

答 態度決定は町内会が判断するものであることを念頭

に置きながらも、開催するのであれば３密を避けるこ

と、あるいは開催に対して不安があれば中止をし、総会など

は書面決議という選択肢もある。その為の助言をしたケース

も数件あった。

問今後は感染を防ぐ事と、必要な地域活動とのバラン

スが大切だと考える。各町内会において、従来抱え

ている担い手不足の問題や、加入率の低下という共通の課

題があり、今年度の活動自粛は感染症対策として非常に有

効な一つの方法だが、同時に地域の繋がりを損なう大きな

要因ともなりうる。これは住民の孤立や地域の防災力低下に

も繋がると考えるが町の指針はどうか。

答 町としては、情報を的確に把握した上で、感染に最

大限の注意をはらいつつ、会議やその他の行事等の

開催決定の判断材料となる留意点について、ホームページ等

での紹介を研究していきたい。

問 近隣の市町と比較して、大きな学校行事の際に活動

内容の違いがある。どのような基準を持っているの

か教えていただきたい。

答 運動会については、観客席が密集、密接になること

を懸念し、分散開催や人数限定など可能性を求め、

協議をしてきた。感染症との共生の上から、開催することも

考えたが、児童生徒及び参観者の安全安心を優先し、体育

授業の延長として位置づけ、午前中で時間短縮し演技種目

の縮小などを行い平日に無観客で行うように決定した。

問感染拡大を防ぐ一点に集中し過ぎると、出来ることも

出来なくなってしまう、考える事もストップしてしまう

というのが一番恐ろしいと考える。その辺を念頭に置いた判

断が必要ではないか。「なぜこのような判断に至ったのか」

の部分が、保護者の皆さんに浸透していない。こういう考え

の元に決断したというＱ＆Ａ、皆様の問いに対する答えを確

実に届けることも必要な取り組みだと考えるが。

答 コロナ禍において、新しい生活様式や健康管理を行

い、実施可能な分野を工夫しながら取り組めるよう

に慎重に進めつつ、新型コロナを正しく知り正しく恐れなが

ら対応することに努めることだと考えています。

丁寧な情報を提供することは大変重要です。内容、状況に

より学校と協議し、広報の在り方など検討していきたい。

１．地域活動について ２．教育現場について

正 垣 耕 平 議員

質問方式
一問一答

１．ウイズコロナ変化する
　　地域活動と教育現場について

こ こ が 聞 き た い !

【答弁者】町長、総務政策課企画員、教育長

YouTube QR コード
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問 新型コロナウイルスのために、故郷へ帰って来てお墓

参りをされる方も随分少なかったが、こういった風習
をいつまで続けていけるだろうか。はたして全て簡素化したり、
なくすのがいいことなのか。個人の思想や宗教観に行政は立
ち入ることはできないが、遠方に住む皆さんとこの町とのご
縁をなくさないための仕組み、自治体にも時代に即した細や
かなサービスが求められる。課題に取り組む必要がないか。

答 個人の思想的な部分であり行政が関わりをもつことは
難しい。現在特別なことは行っていないが、ボランティ

ア等を介して墓掃除とかはやっている。魅力ある上富田町を
つくるということで、いつまでもこの町で暮らしたい、ふるさ
と上富田町に帰ってきたい、という気持ちを育てていくことが
大切で、その部分については今後とも力を入れていく。

問 国民の８割以上が戦後生まれになり社会は豊かに
なった一方で、何故戦争に至ったのか忘れ去られよ

うとしている。世界中で起こっている「テロ行為」と同一に
扱う風潮も昨今見受けられる。「愚者は経験に学び、賢者は
歴史に学ぶ」現代の社会をみると、この平和と繁栄が自分
たちの力と信じ込んで自らの経験でしか判断できていない、
そんな気もいたします。今年は戦後７５年の節目にあたり、
昭和２２年に発足した遺族会の活動の主体になったのは、当
時、ご主人を亡くされた約４５万人の女性です。今それが全
国で約１万７０００人、遺児の世代で平均年齢が７９歳、大き
な活動の岐路に立っています。戦没者の遺品や慰霊碑が粗
末に扱われるようなことは決してあってはならないし、国に
よる遺骨収集の問題が解決しなければ戦争は終わらない。
国及び地方自治体の積極的な関与、資金面も含めた充実し
た支援が必要だと考えるがどうか。

答 令和元年度の町の遺族会の会員数は２６７人で年々
減少しています。町職員も事業に関わっており財政面

でも毎年、助成も行っています。町として今後も関与してい
くことは重要と考え、継続していきたいと思っています。又、「慰
霊祭」の実施については、住民の安全を第一に考え、次年
度は可能な限り実施していきたい。

問 来年の３月３１日、施設閉鎖後に課題がないか考えて
みた。町内会、ＰＴＡの奉仕作業から発生する木や草、

土砂について従来通り今後も処分できるか。

答 ごみ処理の広域化においても、現在の不燃物処理場
へ仮置場を設置し、無償での受け入れを継続したい。

なお、道路の維持管理・学校単位での奉仕作業で出る草木
類については「事業系ごみ」として民間での受け入れを協議
中です。

問 溝っこの土は。

答 一旦、水を切らないと受け入れができません。田辺
市の広域へ搬入したいと考えています。

問 「クリーン作戦」のごみも今まで通りか。

答 全現在、受入れを無償で行っているが、受入れ先の
状況が、やはりある程度の分別を求められるのか研

究していきたい。公共性の高い道路・土手等住民の力で清
掃してもらえるなら、搬入については事前に減免申請等で判
断し許可をしていきたい。

問 大雨の倒木・竹とかは、どこへ処分されているか。

答 方鹿へ仮置きし、乾燥・切断・細断等を行い上大中
クリーンセンターへ。今後もそのような形で対応を検

討していきたい。

問 次に、動物が車にはねられている。これらの小動物
はどこで処理されているか。

答 町で引き取り、冷凍しています。その後、町有地で処
分しています。

問 ハクビシンとか、外来種、病気になった動物は。

答 同様の処分です。

問 例えば家電製品を不法投棄、捨てた人が特定されな
い場合、土地の持ち主が処分及び処分費を払うのか。

答 土地の所有者で対応していただいています。

問 委員会で新潟県へ「木質バイオマス発電」の視察に
行った。町内の雑木とか搬入できないか聞き、当時

はできるということだった。救馬谷の発電所の「梅の剪定」
などの受入れはどうか。

答 商業運転が始まって間もない段階であり、現時点での
受入れは難しい状況ですが、今後、剪定枝等を燃料と

して活用するため、設備等にどのような影響があるか
研究し、検討していくとのことです。

【答弁者】　町長、住民生活課長、住民生活課企画員

　　　　　産業建設課長

１．「ご先祖の慰霊」について

３．「ごみ処理の課題」について

２．「戦没者の慰霊」について

松 井 孝 恵 議員

質問方式
一問一答

１．「ご先祖の慰霊」について　　　　
２．「戦没者の慰霊」について　　　　　　　　　
３．「ごみ処理の課題」について

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード
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問 水稲に目を向けますと、町域全体に、スクミリンゴガ
イ(ジャンボタニシ) の発生が見られ、苦慮しています。

また、トビイロウンカ ( 秋ウンカ) の発生による坪枯れが、
去年、今年と多く見られます。市ノ瀬地域では、今年は鹿、
イノシシによる稲の食害、田畑への侵入が多く、今までは山
に近い田畑に見られましたが、住宅周辺の平地に見られ、
後代の春日神社周辺、中ノ岡元小学校周辺、下ノ岡、大芝
圃場整備周辺に被害が発生しました。
　サルの被害も多く、スモモ、スイカ、カボチャ等、やっと
収穫できるなと思った矢先に被害に遭うといった声も今年は
多く聞きます。
　日中出没した猿を追うと、威嚇し襲いかかってくるのもい
て、女性や子供たちに被害が出るおそれもあります。市ノ瀬
地域の鳥獣被害の実態をどう把握されていますか。

答 市ノ瀬地域を含め依然として町内各地で発生してお
りイノシシは畑の掘り起こし、かんきつ類の食害、農

地や石垣の掘り崩し、鹿は梅の枝葉や稲の食害、猿は果樹
や野菜などの食害の相談が多く寄せられています。
　農作物の被害報告があれば、現地を確認し可能な限り被
害届を提出いただき、被害作物、面積、獣類などの情報を
収集しています。
　令和元年度の野生鳥獣による農作物被害は１０３万９，０００
円で、あくまで町に被害報告がある分のみで、町内全ての鳥
獣被害の現状を把握しているものではありません。
　被害届により町から有害鳥獣捕獲従事者に対し、被害を
与えている個体の捕獲を依頼しています。

問 耕作放棄地が増え続けている要因とその対策について

答 高齢化や後継者不足に起因するもの、イノシシや鹿
などの野生鳥獣による農作物被害などにより生産意

欲の低下に起因するもの、地域の担い手である農業者の規
模縮小、優良農地を求め、生産効率の悪い農地での耕作を
諦める農家が増えてきていることも要因の一つです。 様々
な理由により耕作放棄地が増加している状況の中、町では、
耕作放棄地の発生防止を図ることを目的に、意欲のある担
い手農家や新規就農者に農地を集積できるよう、ＪＡの農
地調整員と連携しながら、農地を貸したい方と借りたい方を
マッチングさせる農地中間管理事業を推進し、耕作放棄地の
発生防止を図っています。

問 国の鳥獣被害防止補助事業のうち、防護柵補助       
事業は実施されていますか。

答 当町でこれまでに国の鳥獣被害防止総合対策交付金
を活用した防護柵設置事業の実績はございません。

理由としましては、３戸以上の農用地条件があり、住民から
の申請がなかったことによるものです。

問 地域住民が望む鳥獣被害防護柵設置の町の取組に
ついて

答 集落や地域全体にわたる広範囲の防護柵の設置につ
きましては、国の鳥獣被害防止総合支援事業を活用

する必要があるかと思われます。しかしながら、設置に際し
ましては、受益者負担や設置した後の防護柵の定期的な維
持管理が必要となりますので、地域住民の皆様のご協力は
不可欠であります。地域からの要望があれば、既に設置して
いる他市町などの実施状況も参考にし、町としても国のほう
へ働きかけていきたいと考えています。

【答弁者】町長、産業建設課企画員

1．農業の現状について

田 上 明 人 議員

質問方式
一問一答 １．農業の現状について

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード
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問 はるかぜ保育所内で開設されている『子育て支援セ

ンター』だが、保健センター内にある『子育て世代包

括支援センター』と区別するためにも、わかりやすく親しみ

やすい愛称をつけてはどうか。

答 子育て支援センターは過去５年間の利用延べ人数を

見ても毎年２，０００人前後が利用している。名称につ

いては今後利用者の意見も聞き、愛称名についても考えてい

きたい。

問 当町では産後ケアサービスの一つとして『乳房マッ

サージ』があるが、その利用者は年間何人位か。核

家族化が進む中で、産後のお母さんのケアをどうしていくの

か、どうすれば産後鬱を回避し、安心して子育てができるか

が大変重要である。人によって必要な産後ケアの内容も様々

に変わってくる。母乳以外の人も利用でき、もっと総合的な

ケアができる仕組みに変えていく必要があるのではないか。

答 令和元年度の母子手帳発行数は１１４名。その内『乳

房マッサージ』を受けた人は、実人数で２５名である。

町では母子への関わりとして子育て世代包括支援センターを

立ち上げ取り組んでおり、保健師や助産師による全戸訪問や、

母子保健推進委員による訪問なども行うほか、育児相談会

なども開催している。今後は育児に関するニーズや不安等の

多様化に伴い、支えられる場所や人を充実させていくことが

より重要であり、その場所の一つとして産後ケア事業を位置

づけることは必要であると考える。

町 長 母子保健法の一部改正により、令和３年４月か

らの実施についても市町村の努力義務とされると

ころであるが、拡充については関係機関との連絡の取り方、

委託部分、それに伴う予算や自己負担額の設定などどのよう

な形で充実させていくことがよいかを今後検討していきたい。

【答弁者】  町長、住民生活課企画員

１．子育て支援について ２．防災について

問昨年の３月議会で、被災者支援システムの導入につい

て質問した。今年に入り、町の職員が被災者支援シ

ステムの研修を受けているが、どのような研修であったのか。

実際の導入についてはどうお考えか。今後の課題は。

答 今年１月に被災者支援システム全国サポートセンター

から講師を招き、研修会を実施した。実際に東日本

大震災や西日本豪雨などでの活用実績の説明を受け、具体

的な操作方法についても説明を受けた。導入については、研

修会に出席した職員の意見や導入費用等を検討した結果、

来年度導入に向けて進めていきたい。住民基本台帳データを

システムに取り組む頻度、住民基本台帳データ以外のデータ

をどの範囲まで取り込むのか等の調整が課題となってくる。

中 井 照 恵 議員

質問方式
分　　割

１．子育て支援について
２．防災について

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード
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問彦五郎堤防には、彦五郎人柱の碑をはじめ幾つか石

碑があり、たくさんの文字が刻まれておりますが、墨

が取れ、石と同化し、残念ながら読み取ることが困難です。

郷土の歴史を知る上で、読み取ることが難しくなった碑文に

改めて墨入れを行う必要があるのではないか。

答 風化しつつある文字が再現できるのか、あえて現存

のままとして、解説盤による説明がよいのか、今後ど

のように伝えていくのかなどを、建立された経緯を尊重しな

がら関係団体と協議していきたい。

問毎年８月１９日に彦五郎顕彰会が営んでいる慰霊祭に

ついて、年々参列者の数が減少している。水害の記

憶が町民から忘れ去られるのではないかと非常に危惧して

いる。慰霊祭の現状をどう思うか。

答 幅広く町民の方々に知っていただくために、上富田町

史や小冊子等にまとめておりますが、それらのさらな

る活用と、町広報誌の中で慰霊祭の紹介や石碑の紹介、明

治大水害のことを記事に掲載して周知する方法もあると考え

られます。慰霊祭につきましても、今後、彦五郎顕彰会さん

との協議を図りたい。

問 小学校、中学校において郷土の歴史についてはどの

ような教育をされているのか。

答 教科書だけでなく社会科副読本「わたしたちの町か

みとんだ」を活用したり歴史や郷土資料館の見学、

ゲストティーチャーを招いて話を伺うなど興味を持って取り

組めるよう工夫しております。

問現在の生息地域、被害状況はどうか。

答 従前から発生が確認されている朝来、岩田、市ノ瀬

の一部に加えて、町が農家さんやＪＡから聞き取った

情報では、これまで生息の確認ができていなかった地域に

も生息していることが判明しております。被害状況、地区ご

との詳細についてですが、朝来地区では大谷、朝来駅裏、

大内谷、岩崎地区の一部、生馬地区では、本郷の一部、岩

田地区では尾崎、方鹿や岡川との合流地点、岡地区では、

庵之下、苔田、また田中神社周辺の田んぼでも生息している

ことが分かりました。市ノ瀬地区は、前回から生息が確認さ

れていた小山、大芝、畑山に加えて根皆田でも生息している

ことが分かりました。

問ジャンボタニシの正しい防止策の周知、広報、啓発に

努める必要があると考えるが見解を伺う。

答 来年の作付に向けて、町広報での啓発、また他の地

域の取組を参考にチラシを作成し、農業者が集まる

会議や上富田町農業振興協議会の水稲部会、ＪＡ紀南上富

田事業所、和歌山県と連携を密にして、今後、防除対策の

周知に努めてまいりたいと考えております。また、各水利組

合への溝掃除の案内などにも同封し、地域での防除対策、

駆除の取組についてお願いをしていきたい。

問農家を手助けするためにジャンボタニシの駆除費用に

かかる補助金を創設してはと考えるがいかがか。

答 防除対策や費用負担については個々で対応いただい

ているのが現状でございます。そのため、一部の品

目への補助が難しいのが現状であります。

【答弁者】　

教育委員会生涯学習課長

教育委員会総務課長

産業建設課企画員

１．水害の記憶を守るために ２．スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の被害状況、

　　防止対策、駆除に対する支援について

山 本 哲 也 議員

質問方式
一問一答

１．水害の記憶を守るために
２．スクミリンゴガイ (ジャンボタニシ ) の被害状況、
　　　防止対策、駆除に対する支援について

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード
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問水道は、毎日の暮らしになくてはならない重要なイン

フラであり、蛇口から出る水をそのまま飲める国は、

世界でも日本をはじめ１５か国程度で、中でも日本の水道水

は軟水がほとんどで飲みやすいうえ、厳格な基準により高い

安全性が確保されています。

　しかし、近年、全国的に水道管の老朽化が進み、このま

までは国民生活に膨大な影響を与えかねない状況になって

おり、今後、いかに水道のインフラを守り抜けるのかが重要

となります。そこで、水道管の老朽化対策について、令和元

年の水道管の修繕件数を発生の多い地域順はどうなってい

るのか。

　また、漏水の主な原因と、老朽化が原因であれば配管が

布設されてからの経過年数はどうか。

答 令和元年度における水道管の漏水による修繕件数は

４２件で、内訳は朝来地区１８件、岩田地区１５件、

岩崎地区３件、生馬地区２件、市ノ瀬地区２件、岡地区１件

となっています。

　漏水の主な原因は老朽化や自然災害等による物理的破損、

【答弁者】  上下水道課企画員

１．水道事業における水道管の整備について 外部からの衝撃による亀裂等が考えられます。漏水状況の

実績から、水道本管及び給水管の管種が塩化ビニル管の箇

所及び水道管の設置年度が古い箇所で多く発生しているも

のと推測しています。

　老朽化した水道管の更新時期について、一般的には水道

管の耐用年数は４０年とされており１つの目安となっています。

　また、下水道を整備した区間に併せて水道管の更新を行っ

てきました。他にも、漏水頻度の高い区間や石綿管等の老朽

管が残っている区間も優先的に更新を行っているところです。

問町内の修繕費用はどのぐらいですか。

答 令和元年度における水道施設の建設工事及び修繕工事

の合計は６件、事業費は１億５，７３１万７，７８０円です。

　建設工事は、停電対策として市ノ瀬、生馬、下鮎川のポン

プ場にある水道施設３か所に自家用発電機設備を設置したも

ので、事業費は４，９１７万３，４８０円です。

　また、修繕工事は老朽化した水道管の更新で、岩田

地区のはるかぜ保育所前から元の交番前までの区間約

６６０メートルについて布設替えを行っています。事業費は

１億８１４万４，３００円です。

樫 木 正 行 議員

質問方式
一問一答

１．水道事業における水道管の
　　整備について

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード
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問 がん対策推進について、受診率向上への取組と女性

限定のがん検診においての工夫は

答 悪性新生物の死亡率は、死亡原因の一位となってお

り年度により変更はあるが当町は全国平均より高い状

況にある。がん検診については個別に受動勧奨案内を行い

向上に向けて啓発している。また、女性が受診しやすい環境

整備につきまして婦人科集団検診では若い女性に来てもらえ

るよう休日実施も行っている。また補助事業にて子宮、乳房

検診の節目検診の方には無料の受診券を配布している。

問 今年度の集団検診で新型コロナウイルスの影響によ

り、全国的に検診受診率が３割減と予想されるが当

町での対策は

答 春の検診実施が秋に延期し感染予防対策の為、一

日の受診定員も減らしました。本年度の集団検診の

申込みは５割程度になっている。

医療機関での受診も減少状況にあり、次年度では状況を見

ながらではありますが積極的な啓発活動で受診率向上に取

り組む考えである。

問 厚労省より公表された事業場における治療と職業生

活の両立支援ガイドラインにある両立支援コーディ

ネーターの育成、配置は当町でしているか

答 当町での配置はない。今後、衛生委員会で協議しなが

ら労働者健康安全機構が行う研修を受講し、治療と仕

事の両立に向けてサポート体制を構築したいと考えている。

問 観光まちづくりガイドラインにおいて、自治体と地域

で頑張る創発人材が一緒になって行うまちづくりで

着地点は人々の生活の向上と地域活性化ですが当町での観

光資源活用とそこに取り組む地域コミュニティへの連携、参

画状況は

答 本町ではスポーツ観光振興や、世界遺産等、各地区

の観光資源活用に向けて関係者の皆様と連携、協

働の下取り組みたい。また活性化に向けて多くの団体、個

人が活動されているその人材こそが上富田町の最も貴重な

宝、地域資源と考え町内の繋がり連携の在り方について研

究してまいります。

【答弁者】町長

　　　　 総務政策課企画員

　　　　 住民生活課企画員

　　　　 

１．ガン対策推進について

２．地域資源の掘り起しと活用について

家根谷美智子 議員

質問方式
一問一答

１. ガン対策推進について
２.地域資源の掘り起しと活用について

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード
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問 高齢者施設で働く職員さんは、自分が感染しないよう

に心をすり減らしておられます。

国が都道府県に要請すると発表した抗原検査も含めた 20 万件

の検査拡大を使い、医療機関や高齢者施設等に勤務する方に

対する定期的な実施と体調不良時の行政検査（PCR 検査、抗

原検査）の実施を県に要請すべきではないですか。

答 県では、一日の検体数を増やし、感染が確認された際

には、徹底した行動履歴の調査による検査がおこなわ

れています。県に対して行政検査の要請等については、現時点

におきましては、考えていません。

問 串本町では、串本病院に PCR 検査機器を購入し、高

齢者施設の職員への一斉検査を検討しています。上富

田の高齢者施設の方は、職員が体調に不安を感じたときに、

PCR 検査や抗原検査などをすぐ受けられ、安心して働いてもら

えるようにしてほしいと言われています。第３波の最悪の状況を

考え、検査体制を県とともに行うべきではないですか。

答 町としては今後も国や県の動向を注視し、保健所など

関係機関と連携を図り取り組みます。

問市ノ瀬に建設中のメガソーラーと古座川町の送電線とを

接続する埋設について、住民の生活や事業に支障を来

し、住民の同意が得られない場合は、町道に埋設することを

許可すべきではないと考えます。

答 事業者には地元住民の同意を得て事業を進めるよう指

導を行っているところです。一部の住民から同意できな

いという声があることを、事業者とも確認しています。令和２年

８月５日に提出された各種占用許可については、現在許可は認

めておりません。

こ こ が 聞 き た い !

問 新型コロナウイルス感染症対策専門会議の感染症対策

として身体的距離の確保はできるだけ 2 ｍ、最低 1m

開けるとなっています。1 教室 20 人であれば1m 以上開けられ

ますが、上富田中学校と朝来小学校は 80㎝も開いていない上

に、熱中症対策で換気もしにくい状況です。コロナ前と同じで

は感染症対策と矛盾します。

　全国知事会、市長会、町村会の３会長が国に出した少人数学

級含む緊急提言では、40 人学級では、児童・生徒間の十分な

距離を確保できない。休校時のオンライン学習では少人数によ

るきめ細やかな指導体制が必要とあります。

　小・中・高・特別支援学校の 4 校長会は「分散登校終了後

全員が集まるようになり、不登校になるケースがあり、少人数

学級が必要である」と文部科学相に要望しました。

　上富田中学校でも支援学級の生徒さんは一斉登校が始まり

30 人を超える交流授業になると、圧迫感のため学校を欠席し

ました。担任が、交流授業に行かなくてもいいと話すと、登校

するようになったそうですが、交流授業には今も参加できてい

ません。少人数学級を生徒自身が求めているということです。

　教育長、町長は、この少人数学級の提言や 4 校長会の要望

をどのように受け止めていますか。

答 大きな学校でのソーシャルディスタンスを確保すること

は難しいことであり、少人数学級を可能にする提言はあ

りがたいです。少人数の良さを提言していることや、本町でも小

中学校において多人数になると苦手な児童生徒が居て、教室に

入りにくいことがあり、校長会の要望も、ありがたいです。

町 長 町村会の一員として教育環境を充実することは、

必要不可欠な内容であると考えています。荒木町

村会長は、少人数学級の財政措置も併せて必要であると提言し

ています。県町村会でも要望しています。

【答弁者】

町長、教育長、住民生活課長、産業建設課企画員、

総務政策課企画員

※この他、道の駅の改善についても質問をしています。

１．少人数学級の推進について 2 ．医療機関や高齢者施設の勤務者へのコロナ感染
　　検査実施について

３．太陽光発電の送電線埋設について

吉 本 和 広 議員

質問方式
一問一答

₁．新型コロナウイルス感染症に対応するための少人数学級の推進について
２．医療機関や高齢者施設の勤務者へのコロナ感染検査実施について
３．太陽光発電の送電線埋設について
４．道の駅の改善について YouTube QR コード
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答 ８月の町広報でハザードマップの活用方法について周

知しているが、引き続き広報やホームページ、また出

水期前に繰り返し周知していく。小中学校では、避難確保

計画を作成し訓練を実施する際にハザードマップについても

理解を深められるよう取り組めればと考えている。

問千年以上に一度のハザードマップを実効あるものにす

るため、職員の配置をどのように考えているか。

町 長 災害に備え来年度の機構改革の中でそういうこと

も視野に入れ十分検討を行って行きたい。

問「防災は女性の視点で」考えたとき、平常時から女

性が避難所運営や地域の防災リーダーに加わること

が重要であるとされている。当町の現状と、女性リーダーの

ための講座も必要になるのでは。

答 防災リーダーとして女性の人数は少なく、女性リーダー

を育成する防災講座も検討していきたい。

問 災害後の対応について、国による支援の拡充はもち

ろんだが、当町に於いても独自の支援策が必要では

ないか。

町 長 今の制度で、被災された方を十分に支援できると

は考えていない。より充実した支援となるよう国や

県に要望していく。また、町独自で効果的な支援策について、

他市町村の取り組み等を調査しながら研究していきたい。

問住民の意見を聞くため、アンケート調査に取り組まれ

たが、どのような声があったか。

答 利用者の声として、「バスの接続がスムーズでなく待

ち時間が長い」。住民の声として「紀南病院行きを復

活させてほしい」「もっと生活に使えるバスにして欲しい」「デ

マンド型の乗合タクシーの導入を検討してほしい」などの声

があった。

問 高齢になっても、安心して利用できる移動手段の保

障は自治体に求められている。今後どのような移動

手段を取り入れていこうと考えているか。乗合タクシーのよう

な取り組みが必要ではないか。

答 コミュニティーバス検討委員会で検討するとともに、

新たに公共交通を専門とする和歌山大学の准教授を

アドバイダーとして、アドバイスを求めていき、従来よりも利

便性の高いバスの運行の実現を目指していく。

町 長 既存の公共交通の維持も重要であり、乗合タクシー

の取り組みは考えていない。

問 ハザードマップの重要性について、どのように住民に

周知していくのか。また、学校教育で子ども達に防災

意識を身につけさせていくなどの取り組みを考えているか。 【答弁者】　町長、総務政策課企画員

2．激甚化する風水害から命を守るために

九 鬼 裕 見 子 議員

質問方式
一問一答

１. 利用しやすい移動手段について
２.激甚化する風水害から命を守るために

こ こ が 聞 き た い !

YouTube QR コード

１．利用しやすい移動手段に
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 9 月
  議会

会期（令和２年９月４日～１７日） 
１４日間

　９月定例会に町長から、決算認定、財政の健全化に関する
報告、条例の改正、条例の制定、補正予算、計２１件の案件
が提出され、決算認定については、特別委員会を設置し審査
を付託、その他については、原案のとおり可決しました。

補正予算関係 ( 一般会計 )
＜令和２年度　一般会計補正予算（第４号）＞……今回１億５，４１６万２千円を追加し
　予算総額を ８２億７，２４５万４千円としました。

( 補正した主な事業内容 )
◎総務費
　・さわやか上富田まちづくり寄付金の増加を見込み、返礼品代、取扱手数料、基金積立金
　　 ････････････････････････････････････････････････････････ ２，９８３万２千円
◎戸籍住民基本台帳費
　・住民票等コンビニ交付システム導入委託料 ･････････････････････････ ７７０万円
◎清掃費
　・ごみ搬出用車両購入費 ･･･････････････････････････････････････ ５７５万１千円
　・粗大ごみストックヤード建設費 ････････････････････････････････ １，９００万円
◎土木費
　・町道改良工事請負費 ･･････････････････････････････････････････ ３，５００万円
　　　　　　　　　　　　       　（登尾下附線・大坊奈目良線・上村本郷線の３か所）
　・町道馬ノ谷線の道路改修に伴う建物補償費 ･････････････････････････ ３６０万円
◎災害復旧費
　・梅雨電線の降雨による崩土撤去工事費 ･････････････････････････････ ３００万円
　・災害復旧工事費 ･･････････････････････････････････････････････ ５，０００万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（町道王子谷線の地滑り復旧工事）

条　例　関　係
◎上富田町課設置に関する条例
　（平成１６年７月に行った機構改革で、現在の８課１局のグループ制に変更後約１６年が経過して

おり、この間、上富田町でも高齢化が進むとともに、人口減少対策が求められ、また地方分権の
流れにおいて業務そのものが増加していることなどから、令和３年４月から住民にわかりやすく、
新しい時代に合わせた行政運営を行っていくための機構改革を実施するため、本条例の全部を改
正するものである）
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意見書 ９月定例会で２件の意見書が提出され、可決し国の関係機関へ送付しました。

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、国民生

活への不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減が避けがたくなっている。

　地方自治体は、福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、雇用

対策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の地方財

政は、かつてない厳しい状況になることが予想される。

　よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実

に実現されるよう、強く要望する。

記

１　地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実す

ること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、

償還財源を確保すること。

２　地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう、

総額を確保すること。

３　令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補填措置

を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対

応すること。

４　税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方

税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・

緊急性等を厳格に判断すること。

５　特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、

家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策として講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの

措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　令和２年９月１５日

上　富　田　町　議　会

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し

地方税財源の確保を求める意見書

（提出先）

　衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣

　経済産業大臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣
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　和歌山県においては、近年、頻発化・激甚化する台風や局地的豪雨への対策のみならず、近

い将来発生が懸念されている南海トラフ地震への対策が喫緊の課題となっている。

　そのような中、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の取り組みが最終年度を

迎えるが、引き続き対策が求められる個所が県内に点在しており、また、老朽化の進む既存の

社会資本は、災害時に被災しやすいなど国土強靱化の支障となっている現状にある。

　現在、新型コロナウイルス感染症感染拡大による社会経済活動の停滞により、地域経済は大

打撃を受け、危機的状況にあるが、今後は感染症への対策に万全を期しながら、地域経済の復

興に向け早急に対応する必要があり、そのためには公共事業の推進が重要な役割を果たすと期

待するものである。

　ついては、防災・減災、国土強靱化に資する社会資本の着実な整備と一日も早い地域経済復

興のため、必要な公共事業予算を安定的に確保し、防災・減災対策、さらには地域の特徴を生

かしたまちづくりなどこれまで以上に推進する必要があることから、下記の事項に特段の措置を

講じられるよう強く要望する。

記

１　防災・減災、国土強靱化対策を推進するため、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊

急対策」の後に続く新たな措置を講じ、必要な予算を安定的に別枠で確保すること。

２　今回の「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に含まれていない社会資本の

老朽化対策について、予防保全への転換に向け、計画的かつ着実な取り組みが推進できるよ

う特段の措置を講じること。

３　地方の社会資本整備を着実に推進するため公共事業予算の安定的かつ持続的な総額を確

保するとともに、地域経済の早期復興を図るため公共事業を含めた追加的な補正予算を編成

すること。

　　その際、臨時交付金による地方負担軽減策を併せて講ずること。

　

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　令和２年９月１５日

上　富　田　町　議　会

防災・減災、国土強靱化対策と地域経済復興に向けた社会資本整備の

更なる推進を求める意見書

（提出先）

　内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、内閣官房長官

　国土強靱化担当大臣、内閣府特命担当大臣 ( 防災 )、衆議院議長、参議院議長
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　令和元年度の決算認定について、９月定例会の冒頭に１３会計が上程されました。
　十河会計管理者より概要説明があり、木本　眞次監査委員から監査報告を受け、議長、町監査委員
を除く委員１０名で構成する決算審査特別委員会を設置し、次の１２月定例会までに１３会計の審査
を行うことになりました。
　　　　　　　　

①実質赤字比率・・・・・・一般会計等の実質赤字の比率
②連結実質赤字比率・・・・全ての会計の実質赤字の比率
③実質公債費比率・・・・・公債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率
④将来負担比率・・・・・・地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率

※健全化判断比率の４つの指標値のうち１つでも早期健全化基準以上になると早期健全化団体となり
ます。早期健全団体となると、財政健全化計画を策定し議会議決を受けることが義務付けられると
ともに、計画策定年度のみ公認会計士・弁護士等による個別外部監査が強制適用となります。また、
財政健全化計画の実施状況を毎年度議会に報告し公表するとともに、早期健全化が著しく困難と認
められるときは、総務大臣または知事が勧告を行うことになります。

委 員 長
副委員長
委 員

正垣　耕平　　
山本　明生
山本　哲也　家根谷　美智子
中井　照恵　吉本　和広　
田上　明人　松井　孝恵　
樫木　正行　九鬼　裕見子

令和元年度一般会計・特別会計　決算審査特別委員会を設置

地方公共団体の財政の健全化に関する法律による
令和元年度決算における健全化判断比率

健全化判断比率 令和元年度 早期健全化基準 備　考

①実質赤字比率 ―　 １５．０

②連結実質赤字比率 ―　 ２０．０

③ 実質公債費比率 １４．7 ２５．０

④将来負担比率 ７９．０ ３５０．０

（単位：%）
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編
集
後
記

　
議
会
だ
よ
り
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
回
は
９
月
定
例

会
で
審
議
し
た
一
般
会
計
補
正
予
算
等
の
主
な
内
容

と
、
９
議
員
が
登
壇
の
一
般
質
問
の
内
容
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。

　
議
会
に
対
す
る
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
議
会
事

務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
上
富
田
町
議
会
を

チ
ャ
ン
ネ
ル
登
録
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と

次
回
か
ら
簡
単
に
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

YouTubeで
録

画
配

信
は

じ
め

ま
し

た
!

YouTubeで
録

画
配

信
は

じ
め

ま
し

た
!

上
富
田
町
議
会
で
は
、
令
和
２
年
第
３
回
定
例
会
（
９
月
議
会
）
分
か
ら
、

一
般
質
問
の
動
画
「
録
画
」
を
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
に
よ
り
配
信
し
て
お
り
ま

す
。
一
般
質
問
の
ペ
ー
ジ
に
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
掲
載
し
ま
し
た
の
で
、ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
等
で
読
み
取
り
ご
覧
く
だ
さ
い
。

本
議
会
録
画
　『
YouTube』　

配
信

町
議
会
に
関
す
る
情
報
は

「
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
へ

【
議
会
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ー
ド
】

／
上
富
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議
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